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令和５年 第１回 栗原市農業委員会総会議事録 

 

 令和５年１月２７日 午後１時３０分、下記の件の議定のため、令和５年 第１回  

栗原市農業委員会総会を、栗原市役所金成庁舎に招集した。  

 

日程第 １ 議事録署名委員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 事務報告 

日程第 ４ 報告第 １号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

日程第 ５ 報告第 ２号 使用貸借権の解約通知について 

日程第 ６ 議案第 １号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第 ７ 議案第 ２号 農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第 ８ 議案第 ３号 農用地利用集積計画について 

日程第 ９ 議案第 ４号 農用地利用配分計画について 

日程第１０ 議案第 ５号 非農地証明願について 

 

１ 出席委員 （２３名） 

    １番 佐々木  栄 夫 委員、  ２番 佐 藤    勝 委員、 

    ３番 熊 谷  ゆ り 委員、  ４番 佐々木    弘 委員、 

５番 遊 佐  一 成 委員、  ６番 菅 原  勝 宏 委員、 

７番 岩 淵  敬 一 委員、  ８番 米 山  嘉 彦 委員、 

９番 阿 部  一 信 委員、 １０番 曽 根  金 雄 委員、 

１１番 三 浦  正 勝 委員、 １２番 鈴 木  和 子 委員、 

   １３番 芳 賀  博 秋 委員、 １４番 尾 形  陽一郎 委員、 

   １５番 髙 橋    寛 委員、 １６番 狩 野  善 典 委員、 

 １７番 佐々木  耕太郎 委員、 １８番 髙 橋  榮 一 委員、 

 １９番 岩 渕    弘 委員、 ２０番 三 浦    栄 委員、 

 ２１番 大 沢  純 香 委員、 

 ２３番 大 場  裕 之 会長職務代理者、 

   ２４番 吉 田  優 俊 会長 

 

２ 欠席委員 なし 

 

３ 議事に参与した者 

   事務局長        小野寺  世 洋 

   事務局長補佐      小 山  雅 規 
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   農地農政係 主 幹   高 橋    潤 

   農地農政係 主 幹   大 場    香 

   農地農政係 主 事   菅 原  佑 太 

 

 

    （ 午後１時３０分 開会） 

 

議長（吉田優俊 会長） 

 ご起立願います。 

 ご苦労様です。ご着席願います。 

新年は穏やかな年明けとなっております。暦では大寒が過ぎて今年は 10 年に一度という

強力な寒波が襲来し、寒さが一層厳しい日が続いております。 

まだまだ寒い季節が続きますが、皆様におかれましては健康にご留意されながら農業委員

活動にあたっていただければと存じます。 

  

 それでは、ただいまから令和５年 第１回 栗原市農業委員会総会を開会いたします。 

 ただいまの出席委員は、２３名であります。定足数に達しておりますので、直ちに会議

を開きます。 

 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 議案説明等のため、関係職員を出席させております。 

 なお、新型コロナウイルス感染症予防対策のため、会議場の換気をしております。 

 また、皆様にはマスク着用をお願いいたします。 

 

議長 

 日程第１、議事録署名委員の指名を行います。 

 議事録署名委員は、農業委員会会議規則第２７条第２項の規定により、議席１７番 

佐々木 耕太郎 委員、議席番号１８番 髙橋 榮一 委員 の両名を指名いたします。 

 

議長 

 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本総会の会期は、本日１日間としたいと思いますが、これに、ご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声 ― 

 

 



 3 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本総会の会期は、本日１日間と決定いたしました。 

 

議長 

 日程第３、事務報告を行います。事務局から報告いたします。 

 

小野寺事務局長 

 議案資料に基づき、令和５年１月４日から令和５年１月２７日までに実施の事務事業等

の報告並びに、令和５年１月２８日から令和５年２月２４日までに予定している事務事業

等について説明。 

 

議長 

 これで、日程第３、事務報告を終わります。 

 

議長 

 日程第４、報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、を報告いた

します。 

 第１区の番号１番から番号９番までの９案件、第２区の番号１０番から番号２２番まで

の１３案件、第３区の番号２３番から番号２８番までの６案件、合わせて２８案件につい

て、事務局から報告いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の 田 ２筆 ３，１５９㎡、農地法第３条による賃貸

借権解約の１案件、 

 番号２番は、築館地区の 田 １筆 １，３３１㎡、 

番号３番は、築館地区の 田 １３筆 １４，８１１㎡、畑 ２筆 ２，０８４㎡、計

１６，８９５㎡、いずれも農業経営基盤強化促進法（以下「基盤法」）による賃貸借権解約

の２案件、 

番号４番は、高清水地区の 田 ２２筆 ２１，０８３㎡、畑 １筆 ６２５㎡、計 

２１，７０８㎡、農地中間管理事業による賃貸借権配分計画解約の１案件、 

番号５番は、一迫地区の 田 ３筆 ４，８９６㎡、 

番号６番は、一迫地区の 田 １筆 ３００㎡、 

番号７番は、一迫地区の 田 １筆 ５，８８０㎡、 

番号８番は、一迫地区の 田 １筆 １５３㎡、いずれも基盤法による賃貸借権解約の

４案件、 

番号９番は、瀬峰地区の 畑 １筆 ７３６㎡、基盤法による賃貸借権解約の１案件、 

第２区の番号１０番は、若柳地区の 田 ９筆 ５，４１１㎡、 
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番号１１番は、若柳地区の 田 ８筆 １１，２１５㎡、 

番号１２番は、若柳地区の 田 １筆 １，９９１㎡、 

番号１３番は、若柳地区の 田 １筆 ４，８４３㎡、 

番号１４番は、若柳地区の 田 ５筆 ３，４８１㎡、 

番号１５番は、若柳地区の 田 ５筆 ３，３５３㎡、 

番号１６番は、若柳地区の 田 ２筆 １，３４０㎡、 

番号１７番は、若柳地区の 田 １筆 ２，０６４㎡、いずれも農地法第３条による賃

貸借権解約の８案件、 

番号１８番は、若柳地区の 田 ７筆 ６，９３７㎡、 

番号１９番は、若柳地区の 田 １８筆 １１，１１１㎡、 

番号２０番は、若柳地区の 田 １１筆 １１，２２４㎡、畑 １筆 ６３２㎡、計 

１１，８５６㎡、いずれも基盤法による賃貸借権解約の３案件、 

番号２１番は、金成地区の 田 １筆 ５，０００㎡、農地法第３条による賃貸借権解

約の１案件、 

番号２２番は、志波姫地区の 田 １７筆 １１，３３８㎡、畑 ２筆 １，０８５

㎡、計 １２，４２３㎡、基盤法による賃貸借権解約の１案件、 

 第３区の番号２３番は、栗駒地区の 田 ６筆 ５，４４６㎡、 

番号２４番は、栗駒地区の 田 １筆 ２，３７７㎡、いずれも農地法第３条による賃

貸借権解約の２案件、 

 番号２５番は、栗駒地区の 田 ８筆 ６，６６０㎡、 

 番号２６番は、栗駒地区の 田 ２筆 ２，７１３㎡、いずれも基盤法による賃貸借権

解約の２案件、 

 番号２７番は、鶯沢地区の 田 １８筆 １６，５９１㎡、基盤法による賃貸借権解約

の１案件、 

 番号２８番は、花山地区の 田 ２筆 ２，９０６㎡、農地法第３条による賃貸借権解

約の１案件、 

 以上、２８案件を説明報告。 

 

議長 

 これで、日程第４、報告第１号、農地法第１８条第６項の規定による通知について、 

報告を終わります。 

 

議長 

 日程第５、報告第２号、使用貸借権の解約通知について、を報告いたします。 

 はじめに、第１区の番号１番から番号２番の２案件について、事務局から報告いたしま

す。 
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事務局 

 第１区の番号１番および番号２番は関連案件で、築館地区の 田 ４筆 ６，３２５

㎡、いずれも、農地中間管理事業による使用貸借権解約の２案件、 

以上、２案件を説明報告。 

 

議長 

 続いて、第３区の番号３番の１案件について、事務局から報告いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号３番は、栗駒地区の 田 １５筆 １８，７５８㎡、畑 １筆 １，１２１

㎡、計 １９，８７９㎡、農地法第３条による使用貸借権解約の１案件、 

 以上、１案件を説明報告。 

 

議長 

 これで、日程５、報告第２号 使用貸借権の解約通知について、報告を終わります。 

 

議長 

日程第６、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について、を議題といたし

ます。 

 はじめに、第１区の番号１番から番号１１番の１１案件、について審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の 田 ２筆 １０，４４８㎡、 

 番号２番は、築館地区の 田 ２筆 １，７１６㎡、畑 ３筆 ３３，２５７㎡、計 

３４，９７３㎡、いずれも所有権移転売買の２案件、 

 番号３番は、築館地区の 田 １４筆 １５，７５９㎡、畑 ２筆 ２，０８４㎡、 

計 １７，８４３㎡、賃貸借権設定の１案件、 

 番号４番は、高清水地区の 田 １筆 ８６６㎡、所有権移転売買の１案件、 

 番号５番および番号６番は関連案件で、番号５番は一迫地区の 田 ２筆 １９２㎡、

番号６番は一迫地区の 田 １筆 ２１２㎡、所有権移転交換の２案件、 

 番号７番は、一迫地区の 田 ２筆 ４，８２１㎡、賃貸借権設定の１案件、 

 番号８番は、瀬峰地区の 田 １筆 ５，６３９㎡、所有権移転売買の１案件、 

 番号９番は、瀬峰地区の 田 ２０筆 １８，４７５㎡、 

 番号１０番は、瀬峰地区の 畑 １筆 ７３６㎡、いずれも、所有権移転贈与の２ 

案件、 

 番号１１番は、瀬峰地区の 田 ７筆 １４，２９２㎡、賃貸借権設定の１案件、 

 以上、１１案件を説明。 
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議長 

 次に、去る１月２０日、議席番号２０番 三浦 栄 委員、農地利用最適化推進委員の 

鈴木 孝夫 推進委員及び 鎌田 英利 推進委員が現地確認調査を行っておりますので、その

結果の報告をお願いいたします。 

 それでは、鎌田 英利 推進委員から報告願います。 

 

鎌田 英利 推進委員 

 鎌田です。去る１月２０日に４名にて、書類審査を行いました。 

 番号１番から番号４番および番号７番から番号１１番は労力不足や相手方の要望による

売買や贈与、貸借権設定、親子間の経営継承による贈与で、許可にあたっては全部効率利

用要件や地域調和要件を勘案し、許可にあたってはいずれも特に問題はないと判断しまし

た。 

 番号５番と６番は経営合理化のため、以前より交換耕作していたものを今回申請したも

のであり、こちらも許可にあたっては特に問題はないと判断しました。 

以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第２区の番号１２番から番号２２番までの１１案件、について審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号１２番は、若柳地区の 田 １筆 ５１２㎡、 

番号１３番は、若柳地区の 田 ２筆 １，３４０㎡、 

番号１４番は、若柳地区の 田 １筆 ２，０６４㎡、いずれも所有権移転売買の３ 

案件、 

番号１５番は、若柳地区の 田 １筆 ２６㎡、畑 １筆 １０２㎡、計 １２８㎡、 

所有権移転贈与の１案件、 

 番号１６番は、若柳地区の 田 １筆 ３，０１７㎡、賃貸借権設定の１案件、 

番号１７番は、金成地区の 田 １筆 ５，０００㎡、所有権移転売買の１案件、 

番号１８番は、金成地区の 田 ３筆 ３，７９０㎡、 
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番号１９番は、金成地区の 田 ７筆 ６，５６２㎡、 

番号２０番は、金成地区の 田 ２筆 ７，０００㎡、 

番号２１番は、金成地区の 田 １筆 ２，９５０㎡、いずれも、賃貸借権設定の４ 

案件、 

番号２２番は、志波姫地区の 田 １筆 １３８㎡、所有権移転贈与の１案件、 

 以上、１１案件を説明。 

 

議長 

 次に、去る１月２３日、議席番号３番 熊谷 ゆり 委員、農地利用最適化推進委員の 

佐々木 進 推進委員が現地確認調査を行っておりますので、その結果の報告をお願いいた

します。 

 それでは、佐々木 進 推進委員から報告願います。 

 

佐々木 進 推進委員 

 推進委員の佐々木です。１月２３日に４名にて、書類審査及び現地確認を行いました。 

いずれの案件も譲渡人の労力不足によるもので、許可にあたっては特に問題ないと判断し

ました。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

質疑ございませんか。 

 

 ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第３区の番号２３番から番号３８番までの１６案件、について審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号２３番は、栗駒地区の 田 ３筆 １，４６４㎡、 

 番号２４番は、栗駒地区の 田 １筆 ６７０㎡、 

 番号２５番は、栗駒地区の 田 １筆 ９７８㎡、 

 番号２６番は、栗駒地区の 田 ２筆 ２，７１３㎡、畑 １筆 ９４㎡、計 

２，８０７㎡、 

 番号２７番は、栗駒地区の 田 ２筆 ２，６２１㎡、 
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 番号２８番は、栗駒地区の 田 １筆 ２，３７７㎡、いずれも所有権移転売買の６ 

案件、 

 番号２９番は、栗駒地区の 畑 ３筆 １，１１４㎡、 

番号３０番は、栗駒地区の 田 ２５筆 ２２，２７４㎡、畑 １筆 ２４０㎡、計 

２２，５１４㎡、いずれも所有権移転贈与の２案件、 

 番号３１番は、栗駒地区の 田 ５筆 ９，３５０㎡、 

 番号３２番は、栗駒地区の 田 １筆 ３，００７㎡、いずれも貸借権設定の２案件、 

 番号３３番は、鶯沢地区の 田 ８筆 ９，６５５㎡、所有権移転贈与の１案件、 

 番号３４番は、鶯沢地区の 田 ２１筆 １５，６７４㎡、貸借権設定の１案件、 

 番号３５番は、鶯沢地区の 田 ２筆 １，６５１㎡、 

 番号３６番は、鶯沢地区の 田 ３筆 ２，１７３㎡、いずれも区分地上権設定の２ 

案件、 

 番号３７番は、花山地区の 田 ７筆 ６，６１６㎡、畑 ２筆 ２，００１㎡、計 

８，６１７㎡、所有権移転売買の１案件、 

 番号３８番は、花山地区の 田 ２筆 ２，８１４㎡、区分地上権設定の１案件、 

 以上、１６案件を説明。 

 

議長 

 次に、去る１月２３日、議席番号１９番 岩渕 弘 委員、農地利用最適化推進委員の 

安藤 康太 推進委員及び 山田 善太郎 推進委員が現地確認調査を行っておりますので、 

その結果の報告をお願いいたします。 

 それでは、安藤 康太 推進委員から報告願います。 

 

安藤 康太 推進委員 

 安藤と申します。去る１月２３日に岩渕委員、山田推進委員、事務局担当者、私の４名

で書類審査を行いました。 

 さきに説明のありましたとおり、番号２３番から２８番、３７番は相手方の労力不足に

よる所有権移転売買、番号２９番、３０番、３３番は後継者への贈与や相手方労力不足に

よる所有権移転贈与、番号３１番、３２番、３４番は相手方の労力不足による賃貸借権設

定、番号３５番、３６番、３８番は営農型太陽光発電設備設置のための区分地上権設定と

なっており、いずれも許可にあたりましては特に問題ないと判断しました。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

質疑ございませんか。 
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 ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。 

 次に、討論を行います。討論ありませんか。 

 

  ―「討論なし」の声 ― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請 について、の 

 番号１番から番号３８番までの３８案件について、原案のとおり許可することに賛成の

委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

議長 

 挙手多数であります。 

 よって、日程第６、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請 について、の 

番号１番から番号３８番までの３８案件については、原案のとおり許可することに決定 

いたしました。 

 

議長 

 日程第７、議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について、を議題といたし

ます。 

 第１区の番号１番から番号５番の５案件、について審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の 畑 １筆 ３６３㎡、所有権移転売買の１案件で、

申請地を購入し一般個人住宅及び駐車場を建築造成するものです。 

 農地区分は周囲を宅地及び山林、河川によって分断された生産性の低い小集団農地とな

り第２種農地、生活排水は浄化槽処理ののち既存道路側溝に排水、雨水は自然浸透である

ことを説明。 

 番号２番および３番は関連案件で、番号２番は築館地区の 田 ４筆 ６，３２５㎡の

内１，６９６㎡、番号３番は築館地区の 田 ２筆 ２，２７８㎡の内５２３㎡、いずれ

も賃貸借権設定の２案件で、申請地を一時転用し新幹線法面補修工事に伴う作業ヤードを

造成するものです。 

農地区分は農用地区域内農地ですが一時転用のため不許可の例外規定に該当し、排水、 
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雨水は自然浸透による処理、その他用排水は発生しない計画となっています。 

 番号４番および５番は関連案件で、番号４番は一迫地区の 田 １筆 １，０１２㎡、

番号５番は一迫地区の 田 １筆 ６８６㎡、番号４番については所有権移転売買、番号

５番については賃貸借権設定となる案件で、これら申請地を購入または借りてコンビニ店

舗および駐車場、並びに進入路を建築造成するものです。 

 農地区分は周辺街区における宅地面積割合が４０％を超える区域内の農地のため第３種

農地、生活排水は公共下水道接続により処理し、雨水は敷地内側溝を経由し道路側溝に排

水であることを説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、議席番号２０番 三浦  栄 委員から報告願います。 

 

三浦 栄 委員 

      それでは報告いたします。去る１月２０日に鈴木推進委員、鎌田推進委員、私と事務局

担当者の４名で現地確認を行いました。 

 番号１番は、周辺は畑及び山林で隣接地に既に住宅が建っており今後宅地化が進むであ

ろうと想像してきました。心配されるのが周辺への土砂流出ですが、申請者においてその

対策を十分に講じるとのことであり、許可にあたっては特に問題がないものと判断しまし

た。 

 番号２番および３番は、周辺は山林と休耕田で、新幹線の法面工事による作業ヤードを

造成するものです。周囲に影響を与えることはなく、許可にあたっては特に問題がないも

のと判断しました。 

 番号５番および６番は、国道３９８号と県道の十字路交差点で、向かいには既にコンビ

ニ店舗が建っております。周辺を宅地や生産性の低い農地に囲まれた土地です。隣接土地

は農地で排水対策が心配されましたが、対策をきちんと講じる計画となっており、許可に

あたっては特に問題がないものと判断しました。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 
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 次に、第３区の番号６番から番号８番までの３案件、について審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号６番から７番は関連案件で、番号６番は鶯沢地区の 田 ２筆 １，６５１

㎡の内０．６７㎡、番号７番は鶯沢地区の 田 ３筆 ２，１７３㎡の内０．６７㎡、で 

申請地を借り営農型太陽光発電設備を設置し売電収入を得るもので、パネル下部では牧草 

の作付けを行うものです。 

 農地区分は、農用地区域内農地となりますが営農型太陽光発電設備を設置のための一時

転用による不許可の例外として取り扱います。利用期間は許可日から１０年間、雨水は自

然浸透であることを説明。 

 番号８番は、花山地区の 田 ２筆 ２，８１４㎡の内０．６１㎡、こちらの案件も同

じく申請地を借り営農型太陽光発電設備を設置し売電収入を得るもので、パネル下部では

牧草の作付けを行うものです。 

 農地区分は、農用地区域内農地となりますが営農型太陽光発電設備を設置のための一時

転用による不許可の例外として取り扱います。利用期間は許可日から１０年間、雨水は自

然浸透であることを説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、山田 善太郎 推進委員 から報告願います。 

 

山田 善太郎 推進委員 

 去る１月２３日に前述の４名にて、書類審査及び現地確認を行いました。 

 番号６番から番号８番の詳細はただ今事務局説明のとおり番号６番と７番は鶯沢地区、

番号８番は花山地区でそれぞれ営農型太陽光発電設備を設置し、パネル下部では牧草を作

付けする計画です。 

番号６番と７番については、現在事業予定者の自己所有地に太陽光発電設備を設置して

いる隣接地となり、現況は草地ですがきれいに刈り取りが行われておりました。 

番号８番については、現在遊休農地となっておりカヤが繁茂しておりましたが、今後は 

営農型太陽光発電設備を設置しきちんと管理されるものと思われます。 

これらの案件全てにおいて周辺への影響はないと考えられることから、許可にあたって

は特に問題ないものと判断しました。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 
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 質疑ございませんか。 

 

  ―「はい」の声と挙手 ― 

 

議長 

 議席番号１１番 三浦委員。 

 

三浦 正勝 委員 

 １１番の三浦でございます。 

 この３案件に共通してお尋ねします。一時転用期間がいずれも１０年間となっています

がその説明がなかったので、説明をお願いします。 

 また、発電パネル下部で作付される牧草の活用はどのようにされるのか、についても伺

います。 

 

議長 

 事務局説明。 

 

事務局 

 一時転用期間がいずれも１０年間であることにつきましては、パネル下部で営農する者

が認定農業者となっておりますので１０年間と設定されております。 

 下部で作付けされます牧草の活用につきましては確認していなかったので、確認し後ほ

ど報告します。 

 

議長 

 三浦委員よろしいですか。 

 

三浦 正勝 委員 

 認定農業者であれば１０年間とする理由は理解しました。 

 

議長 

 ほかに質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 後ほど報告する部分を除き、これをもって質疑を終わります。 
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 次に、討論を行います。討論ありませんか。 

 

  ―「討論なし」の声 ― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請についての番号１番から番号８番まで

の８案件について、原案のとおり許可することに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

 よって、日程第７、議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請についての番号 

１番から番号８番までの８案件は、原案のとおり許可することに決定いたしました。 

 なお、その旨、意見を附して宮城県知事に送付いたします。 

 

議長 

 それでは、会議開始から１時間が経過したので、午後２時４０分まで、休憩といたし 

ます。 

 

 

 （暫時休憩：午後２時２８分から２時４２分まで） 

 

 

議長 

 休憩中の会議を再開いたします。（午後２時４３分） 

 

議長 

 先ほど説明を保留していた三浦委員のご質問に対する件について、事務局から説明をい

たします。 

 

事務局 

 パネル下部で作付けされる牧草の活用につきまして確認しました結果、営農者の近所で 

牛を飼っている農家へ分配するということです。 

 回答が遅くなりすみませんでした。 
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議長 

 日程第８、議案第３号 農用地利用集積計画について、を議題といたします。 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、委員の議事参与の制限に該当する案

件がありますので、はじめに審議を行います。 

 第１区の番号１３番の１案件、について審議いたします。 

 

 鎌田英利 推進委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願います。 

 

 暫時休憩いたします。（午後２時４４分） 

（ 鎌田 英利 推進委員 退席 ） 
 

議長 

 会議を再開します。（午後２時４４分） 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１３番は、高清水地区の 田 ３筆 ２，２１３㎡、賃貸借権更新の１ 

案件、 

 以上、１案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認め、次に、討論を行います。 

討論ありませんか。 

 

  ―「討論なし」の声 ― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第３号 農用地利用集積計画についての、第１区の番号１３番の１案件、につい

て、原案を可とすることに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 
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議長 

 挙手多数であります。 

 よって、日程第８、議案第３号 農用地利用集積計画についての、第１区の番号１３番

の１案件、については、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、委員の議事参与の制限を解き、鎌田

英利 推進委員の入場を許可いたします。 

 

 暫時休憩いたします。（午後２時４６分） 

（ 鎌田 英利 推進委員、着席 ） 
 

議長 

 会議を再開いたします。（午後２時４６分） 

 次に、第１区の番号１９番から番号３６番までの１８案件、について審議いたします。 

 

 議席番号１７番 佐々木 耕太郎 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願い

ます。 

 

 暫時休憩いたします。（午後２時４７分） 

（ １７番 佐々木 耕太郎 委員 退席 ） 
 

議長 

 会議を再開します。（午後２時４７分） 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１９番は、高清水地区の 田 １筆 ５，４３４㎡、 

 番号２０番は、高清水地区の 田 １筆 ３，０５９㎡、 

 番号２１番は、高清水地区の 田 ５筆 １５，９１２㎡、 

 番号２２番は、高清水地区の 田 １筆 ９，８７７㎡、 

 番号２３番は、高清水地区の 田 ３筆 １０，９９４㎡、 

 番号２４番は、高清水地区の 田 ３筆 ９，１１７㎡、 

 番号２５番は、高清水地区の 田 ３筆 ７，７８５㎡、 

 番号２６番は、高清水地区の 田 １筆 ２，２００㎡、 

 番号２７番は、高清水地区の 田 １筆 ３２０㎡、 

 番号２８番は、高清水地区の 田 １筆 ５，８６５㎡、 

 番号２９番は、高清水地区の 田 １筆 ６，９２０㎡、 
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 番号３０番は、高清水地区の 田 ４筆 １，９４２㎡、 

 番号３１番は、高清水地区の 田 １筆 ６，４８５㎡、 

 番号３２番は、高清水地区の 田 １筆 ８９０㎡、 

 番号３３番は、高清水地区の 田 １筆 ４，２５７㎡、 

 番号３４番は、高清水地区の 田 ２筆 ６，５１７㎡、 

 番号３５番は、高清水地区の 田 ４筆 １５，８４２㎡、いずれも賃貸借権更新の 

１７案件、 

 番号３６番は、高清水地区の 田 １筆 ５，５４３㎡、使用貸借権更新の１案件、 

 以上、１８案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認め、次に、討論を行います。 

討論ありませんか。 

 

  ―「討論なし」の声 ― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第３号 農用地利用集積計画についての、第１区の番号１９番から番号３６番まで

の１８案件、について、原案を可とすることに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

 よって、日程第８、議案第３号 農用地利用集積計画についての、第１区の番号１９番

から番号３６番までの１８案件、については、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、委員の議事参与の制限を解き、議席

番号１７番 佐々木 耕太郎 委員の入場を許可いたします。 
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 暫時休憩いたします。（午後２時４９分） 

（ １７番 佐々木 耕太郎 委員、着席 ） 
 

議長 

 会議を再開いたします。（午後２時４９分） 

次に、第２区の番号１０９番の１案件、ならびに番号１１７番から番号１１９番までの

３案件、合わせて４案件、について審議いたします。 

 

 議席番号１８番 髙橋 榮一 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願います。 

 

 暫時休憩いたします。（午後２時４９分） 

（ １８番 髙橋 榮一 委員 退席 ） 
 

議長 

 会議を再開します。（午後２時４９分） 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号１０９番は、金成地区の 田 ２０筆 １８，６３７㎡、新規賃貸借権設定

の１案件、 

 番号１１７番は、金成地区の 田 １８筆 １７，６３７㎡、 

 番号１１８番は、金成地区の 田 １５筆 １２，７５９㎡、 

 番号１１９番は、金成地区の 田 ９筆 ６，２５６㎡、いずれも賃貸借権設定更新の

３案件、 

 以上、４案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認め、次に、討論を行います。 

討論ありませんか。 

 

  ―「討論なし」の声 ― 
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議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第３号 農用地利用集積計画についての、第２区の番号１０９番の１案件、ならび

に番号１１７番から番号１１９番までの３案件、合わせて４案件、について、原案を可と

することに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

 よって、日程第８、議案第３号 農用地利用集積計画についての、第２区の番号１０９

番の１案件、ならびに番号１１７番から番号１１９番までの３案件、合わせて４案件、に

ついては、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、委員の議事参与の制限を解き、議席

番号１８番 髙橋 榮一 委員の入場を許可いたします。 

 

 暫時休憩いたします。（午後２時５１分） 

（ １８番 髙橋 榮一 委員、着席 ） 
 

議長 

 会議を再開いたします。（午後２時５１分） 

次に、第２区の番号１３０番の１案件、について審議いたします。 

 

 議席番号４番 佐々木 弘 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願います。 

 

 暫時休憩いたします。（午後２時５２分） 

（ ４番 佐々木 弘 委員 退席 ） 
 

議長 

 会議を再開します。（午後２時５２分） 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号１３０番は、志波姫地区の 田 ５筆 １２，８７５㎡、新規賃貸借権設定

の１案件、 

 以上、１案件を説明。 
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議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認め、次に、討論を行います。 

討論ありませんか。 

  ―「討論なし」の声 ― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第３号 農用地利用集積計画についての、第２区の番号１３０番の１案件、につい

て、原案を可とすることに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

 よって、日程第８、議案第３号 農用地利用集積計画についての、第２区の番号１３０

番の１案件、については、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、委員の議事参与の制限を解き、議席

番号４番 佐々木 弘 委員の入場を許可いたします。 

 

 暫時休憩いたします。（午後２時５４分） 

（ ４番 佐々木 弘 委員、着席 ） 
 

議長 

 会議を再開いたします。（午後２時５４分） 

 

次に、第１区の番号１番から番号１２番までの１２案件、 

番号１４番から番号１８番までの５案件、 

番号３７番から番号７３番までの３７案件、 

合わせて５４案件、について審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 
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事務局 

第１区の番号１番は、築館地区の 田 ２筆 ２，４８０㎡、所有権移転売買の１案件、 

番号２番は、築館地区および一迫地区の 田 １５筆 ２１，８９３㎡、 

番号３番は、築館地区の 田 １筆 １，９３４㎡、いずれも新規賃貸借権設定の２案

件、 

 番号４番は、築館地区の 田 １筆 ２，０００㎡、 

番号５番は、築館地区の 田 １筆 ２，９７８㎡、 

番号６番は、築館地区の 田 １筆 ８００㎡、 

番号７番は、築館地区の 田 ２筆 ４，１９９㎡、いずれも賃貸借権設定更新の４案

件、 

番号８番は、高清水地区の 田 ４筆 ５，０３８㎡、 

番号９番は、高清水地区の 田 ４筆 ５，８６５㎡、 

番号１０番は、高清水地区の 田 ８筆 １５，８８４㎡、 

番号１１番は、高清水地区の 田 １筆 ９，９６０㎡、いずれも新規賃貸借権設定の

４案件、 

番号１２番は、高清水地区の 田 ４筆 １３，９７９㎡、新規および更新の賃貸借権

設定の１案件、 

番号１４番は、高清水地区の 田 １３筆 ３８，１０５㎡、 

番号１５番は、高清水地区の 田 ６筆 １４，２５０㎡、 

番号１６番は、高清水地区の 田 １筆 ３，３３４㎡、 

番号１７番は、高清水地区の 田 ４筆 ７，３７４㎡、 

番号１８番は、高清水地区の 田 ２筆 １，９０２㎡、いずれも賃貸借権設定更新の

５案件、 

番号３７番は、高清水地区の 田 ３筆 ２，９１５㎡、使用貸借権設定更新の１案件、 

番号３８番は、一迫地区の 田 ２３筆 ４９，９５１㎡、畑 １筆 ２４７㎡、計 

５０，１９８㎡、 

番号３９番は、一迫地区の 田 ３９筆 ２６，９３３㎡、 

番号４０番は、一迫地区の 田 １筆 １，７９９㎡、 

番号４１番は、一迫地区の 田 １筆 ２，８２１㎡、 

番号４２番は、一迫地区の 田 ６筆 １０，６８７㎡、 

番号４３番は、一迫地区の 田 ６筆 １１，９１７㎡、いずれも新規賃貸借権設定の

６案件、 

番号４４番は、一迫地区の 田 ６筆 １１，２７８㎡、新規および更新の賃貸借権設

定の１案件、 

番号４５番は、一迫地区の 田 ２筆 ３，８４２㎡、 

番号４６番は、一迫地区の 田 ８筆 １４，４３５㎡、 

番号４７番は、一迫地区の 田 ３筆 ４，４５８㎡、畑 １筆 ９７８㎡、計 

５，４３６㎡、 
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番号４８番は、一迫地区の 田 ６筆 ７，６２９㎡、 

番号４９番は、一迫地区の 田 ４筆 ７，９００㎡、 

番号５０番は、一迫地区の 田 １筆 ９０８㎡、 

番号５１番は、一迫地区の 田 ４筆 ５，３３０㎡、 

番号５２番は、一迫地区の 田 １筆 ２，８３７㎡、いずれも賃貸借権設定更新の８

案件、 

番号５３番は、瀬峰地区の 田 ８筆 ８，０１０㎡、 

番号５４番は、瀬峰地区の 田 １筆 ５，４２９㎡、 

番号５５番は、瀬峰地区の 田 １０筆 １７，７４５㎡、 

番号５６番は、瀬峰地区の 田 ４筆 １，９３７㎡、 

番号５７番は、瀬峰地区の 田 １１筆 １１，１０５㎡、 

番号５８番は、瀬峰地区の 田 ７筆 ５，６１４㎡、 

番号５９番は、瀬峰地区の 田 １４筆 ９，３１９㎡、 

番号６０番は、瀬峰地区の 田 ９筆 １４，２７６㎡、いずれも新規賃貸借権設定の

８案件、 

番号６１番は、瀬峰地区の 田 ５筆 ７，１０８㎡、 

番号６２番は、瀬峰地区の 田 ４筆 ２，５８４㎡、 

番号６３番は、瀬峰地区の 田 １筆 １，９９９㎡、 

番号６４番は、瀬峰地区の 田 ３筆 ３，０８４㎡、畑 １筆 ６２４㎡、計 

３，７０８㎡、 

 番号６５番は、瀬峰地区の 田 ５筆 １０，３０２㎡、 

 番号６６番は、瀬峰地区の 田 ７筆 ７，１６５㎡、 

 番号６７番は、瀬峰地区の 田 ７筆 ５，３３４㎡、 

 番号６８番は、瀬峰地区の 田 ３筆 １，９４８㎡、 

 番号６９番は、瀬峰地区の 田 ３０筆 ４８，１０１㎡、畑 １筆 ７０５㎡、計 

４８，８０６㎡、 

 番号７０番は、瀬峰地区の 田 １３筆 ９，８１８㎡、 

 番号７１番は、瀬峰地区の 田 ７筆 ３，４２５㎡、 

 番号７２番は、瀬峰地区の 田 １筆 ２，０２１㎡、 

番号７３番は、瀬峰地区の 田 １筆 １，６４４㎡、いずれも賃貸借権設定更新の 

１３案件、 

以上、５４案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「はい」の声と挙手 ― 



 22 

 

議長 

 議席番号１１番 三浦委員。 

 

三浦 正勝 委員 

 １１番の三浦でございます。 

 番号６番の案件について、賃貸料の額が高いのですが間違いありませんか。 

 

議長 

 事務局説明。 

 

事務局 

 ご質問の件につきましては、ご覧のとおり金額がかなり高く設定されておりますが、 

申請受付時にも金額が高いことから確認を行っておりますが、間違いないということで 

申請されております。 

 

議長 

 三浦委員よろしいですか。 

 

三浦 正勝 委員 

 了解しました。 

 

議長 

 ほかに質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 

議長 

 次に、第２区の番号７４番から番号１０８番までの３５案件、 

番号１１０番から番号１１６番までの７案件、 

    番号１２０番から番号１２９番までの１０案件、 

    番号１３１番から番号１４２番までの１２案件、 

合わせて６４案件について、審議いたします。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 
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事務局 

 第２区の番号７４番は、若柳地区の 田 １筆 ５００㎡、 

 番号７５番は、若柳地区の 田 １筆 １，０４５㎡、いずれも所有権移転売買の 

２案件、 

 番号７６番は、若柳地区の 田 ２筆 １，８９４㎡、 

 番号７７番は、若柳地区の 田 ２５筆 ２１，２１１㎡、畑 １筆 ４０㎡、計 

２１，２５１㎡、 

 番号７８番は、若柳地区の 田 １６筆 １３，７７２㎡、 

 番号７９番は、若柳地区の 田 ９筆 ８，２９０㎡、 

 番号８０番は、若柳地区の 田 ２筆 ２，００９㎡、 

 番号８１番は、若柳地区の 田 １１筆 ５，９５８㎡、 

 番号８２番は、若柳地区の 田 ２筆 ５，９７９㎡、 

 番号８３番は、若柳地区の 田 ５筆 ３，７５３㎡、 

 番号８４番は、若柳地区の 田 ３筆 ２，６９６㎡、 

 番号８５番は、若柳地区の 田 ２２筆 １８，２４８㎡、 

 番号８６番は、若柳地区の 田 １筆 ９３㎡、 

 番号８７番は、若柳地区の 田 ４筆 ６６３㎡、 

 番号８８番は、若柳地区の 田 １８筆 １１，１１１㎡、 

 番号８９番は、若柳地区の 田 ５筆 ３，３５３㎡、 

 番号９０番は、若柳地区の 田 １筆 ５，１９２㎡、いずれも新規賃貸借権設定の 

１５案件、 

 番号９１番は、若柳地区の 田 ２８筆 ２０，３６７㎡、畑 １筆 １，３３４㎡、

計２１，７０１㎡、新規および更新の賃貸借権設定の１案件、 

 番号９２番は、若柳地区の 田 ２筆 １，３０３㎡、 

 番号９３番は、若柳地区の 田 ７筆 ５，４５６㎡、 

 番号９４番は、若柳地区の 田 ３筆 ５，０４２㎡、 

 番号９５番は、若柳地区の 田 ６筆 ４，３３６㎡、 

 番号９６番は、若柳地区の 田 ３筆 ３，０２９㎡、 

 番号９７番は、若柳地区の 田 ５筆 ４，５９１㎡、 

 番号９８番は、若柳地区の 田 １４筆 ８，８７５㎡、 

 番号９９番は、若柳地区の 田 ３筆 ３，８２６㎡、 

 番号１００番は、若柳地区の 田 １１筆 １５，５２７㎡、 

 番号１０１番は、若柳地区の 田 ６筆 ３，０６９㎡、 

 番号１０２番は、若柳地区の 田 ９筆 １２，５８９㎡、 

 番号１０３番は、若柳地区の 田 １筆 ２２９㎡、 

 番号１０４番は、若柳地区の 田 ２５筆 ３０，５９８㎡、畑 ４筆 ３，４４８㎡、 

計３４，０４６㎡、 

 番号１０５番は、若柳地区の 田 ６筆 ４，６１２㎡、 
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 番号１０６番は、若柳地区の 田 ５筆 ３，４８１㎡、 

番号１０７番は、若柳地区の 田 １筆 １，９９２㎡、いずれも賃貸借権設定更新の

１６案件、 

 番号１０８番は、金成地区の 田 ２筆 ２，０５６㎡、所有権移転売買の１案件、 

 番号１１０番は、金成地区の 田 ５筆 ４，５７３㎡、 

 番号１１１番は、金成地区の 田 ８筆 ４，３５２㎡、 

番号１１２番は、金成地区の 田 ３筆 ９，９０２㎡、 

 番号１１３番は、金成地区の 田 １４筆 ２４，４８４㎡、 

 番号１１４番は、金成地区の 田 ２筆 ７，２００㎡、いずれも新規賃貸借権設定の 

５案件、 

 番号１１５番は、金成地区の 田 １６筆 ２９，８１９㎡、 

 番号１１６番は、金成地区の 田 １１筆 ９，６３７㎡、いずれも新規および更新の

賃貸借権設定の２案件、 

 番号１２０番は、金成地区の 田 １筆 ４，５１５㎡、 

 番号１２１番は、金成地区の 田 ３筆 １８，９４６㎡、 

 番号１２２番は、金成地区の 田 １筆 ４，５００㎡、 

 番号１２３番は、金成地区の 田 １筆 ５，６９４㎡、 

 番号１２４番は、金成地区の 田 ８筆 ６，１５９㎡、 

 番号１２５番は、金成地区の 田 １筆 １，９７１㎡、 

 番号１２６番は、金成地区の 田 ２２筆 ２２，１９０㎡、 

 番号１２７番は、金成地区の 田 ７筆 ３，４８４㎡、いずれも賃貸借権設定更新の

８案件、 

 番号１２８番は、金成地区の 田 ４筆 １，４５２㎡、新規使用貸借権設定の１案件、 

 番号１２９番は、志波姫地区の 田 １筆 ７７８㎡、所有権移転売買の１案件、 

 番号１３１番は、志波姫地区の 田 ３筆 ５，８４７㎡、 

 番号１３２番は、志波姫地区の 田 １４筆 １８，０８１㎡、 

 番号１３３番は、志波姫地区の 田 １筆 １，２３８㎡、 

 番号１３４番は、志波姫地区の 田 ８筆 １３，６６０㎡、いずれも新規賃貸借権設

定の４案件、 

 番号１３５番は、志波姫地区の 田 ３筆 ３，２７６㎡、 

 番号１３６番は、志波姫地区の 田 ４筆 ６，６１３㎡、 

 番号１３７番は、志波姫地区の 田 １筆 ３，１５６㎡、 

 番号１３８番は、志波姫地区の 田 ６筆 １５，９１７㎡、 

 番号１３９番は、志波姫地区の 田 ４筆 ５，８０６㎡、 

 番号１４０番は、志波姫地区の 田 １０筆 １３，３８５㎡、 

 番号１４１番は、志波姫地区の 田 ２筆 ３，０３０㎡、 

 番号１４２番は、志波姫地区の 田 １１筆 ５，２６１㎡、いずれも賃貸借権設定 

更新の８案件、 
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 以上、６４案件を説明。                                             

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 

議長 

次に、第３区の番号１４３番から番号１７０番までの２８案件、について、審議いたし

ます。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号１４３番は、栗駒地区の 田 ８筆 ６，６６０㎡、 

 番号１４４番は、栗駒地区の 田 １筆 ３４６㎡、いずれも所有権移転売買の２案件、 

 番号１４５番は、栗駒地区の 田 ２筆 １，３９２㎡、 

 番号１４６番は、栗駒地区の 田 １筆 １，２７６㎡、 

 番号１４７番は、栗駒地区の 田 ５筆 ６，４８７㎡、 

 番号１４８番は、栗駒地区の 田 ４筆 ７，０９１㎡、 

 番号１４９番は、栗駒地区の 田 ５筆 １８，３６７．１１㎡ 

 番号１５０番は、栗駒地区の 田 ２筆 １０，６３６㎡、いずれも新規賃貸借権設定

の６案件、 

 番号１５１番は、栗駒地区の 田 ３筆 ７，６１１㎡、新規および更新の賃貸借権設

定の１案件、 

 番号１５２番は、栗駒地区の 田 ９筆 ２１，５５６㎡、 

 番号１５３番は、栗駒地区の 田 ９筆 １４，０９９㎡、 

 番号１５４番は、栗駒地区の 田 ２筆 １，８２１㎡、 

 番号１５５番は、栗駒地区の 田 ９筆 １６，５５８㎡、 

 番号１５６番は、栗駒地区の 田 ６筆 ２，７１６㎡、 

 番号１５７番は、栗駒地区の 田 ３筆 ４，５１１㎡、 

 番号１５８番は、栗駒地区の 田 １０筆 ９，２１５㎡、 

 番号１５９番は、栗駒地区の 田 ４筆 ８，０７３㎡、いずれも賃貸借権設定更新の

８案件、 

 番号１６０番は、鶯沢地区の 田 ５筆 ４，１３５㎡、 
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 番号１６１番は、鶯沢地区の 田 ４筆 ２，１５０㎡、 

 番号１６２番は、鶯沢地区の 田 １１筆 ２２，３３７㎡、 

 番号１６３番は、鶯沢地区の 田 ５筆 ４，１７３㎡、 

 番号１６４番は、栗駒地区および鶯沢地区の 田 ７筆 ６，７５４㎡、 

 番号１６５番は、鶯沢地区の 田 ２筆 ３，０６２㎡、いずれも新規賃貸借権設定の

６案件、 

 番号１６６番は、鶯沢地区の 田 ６筆 ８，１８９㎡、 

 番号１６７番は、鶯沢地区の 田 ４筆 ２，７５８㎡、 

 番号１６８番は、鶯沢地区の 田 ２筆 ７，４１０㎡、 

 番号１６９番は、鶯沢地区の 田 ２筆 ３，１７６㎡、いずれも賃貸借権設定更新の

４案件、 

 番号１７０番は、花山地区の 田 ３筆 ３，４０８㎡、賃貸借権設定更新の１案件、 

以上、２８案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。 

次に、討論を行います。 

討論ありませんか。 

 

  ―「討論なし」の声 ― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 日程第８、議案第３号 農用地利用集積計画についての、 

第１区の番号１番から番号１２番までの１２案件、 

番号１４番から番号１８番までの５案件、 

番号３７番から番号７３番までの３７案件、 

第２区の番号７４番から番号１０８番までの３５案件、 

番号１１０番から番号１１６番までの７案件、 

番号１２０番から番号１２９番までの１０案件、 

番号１３１番から番号１４２番までの１２案件、 

 第３区の番号１４３番から番号１７０番までの２８案件、 
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合計１４６案件、について、原案を可とすることに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

 よって、日程第８、議案第３号 農用地利用集積計画についての、 

第１区の番号１番から番号１２番までの１２案件、 

番号１４番から番号１８番までの５案件、 

番号３７番から番号７３番までの３７案件、 

第２区の番号７４番から番号１０８番までの３５案件、 

番号１１０番から番号１１６番までの７案件、 

番号１２０番から番号１２９番までの１０案件、 

番号１３１番から番号１４２番までの１２案件、 

 第３区の番号１４３番から番号１７０番までの２８案件、 

合計１４６案件、については、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

議長 

 日程第９、議案第４号 農用地利用配分計画について、を議題といたします。 

 第１区の番号１番の１案件、について審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、高清水地区の 田 ２２筆 ２１，０８３㎡、畑 １筆 ６２５

㎡、計２１，７０８㎡、新規の賃貸借権設定の１案件、 

 以上、１案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。 

 次に、討論を行います。討論ありませんか。 
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  ―「討論なし」の声 ― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 日程第９、議案第４号、農用地利用配分計画についての、第１区の番号１番の１案件、

について、原案を可とすることに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

 よって、日程第９、議案第４号、農用地利用配分計画についての、第１区の番号１番の

１案件、については、原案を可とすることに決定いたしました。 

 

議長 

 日程第１０、議案第５号 非農地証明願について、を議題といたします。 

 第２区の番号１番から番号２番の２案件、について審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号１番は、若柳地区の 畑 １筆 １３２㎡、昭和４２年頃に転用されたも

のと思われ自宅進入路および庭として使用し現在に至り、今後農地への復元が困難である

ことから、非農地の証明を願い出た旨の１案件、 

 番号２番は、若柳地区の 田 ３筆 ２，９３７㎡、平成２０年頃から労力不足により

原野化が進み現在に至り、今後農地への復元が困難であることから、非農地の証明を願い

出た旨の１案件、 

 以上、２案件を説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、議席番号３番 熊谷 ゆり 委員 から報告願います。 

 

熊谷 ゆり 委員 

 報告いたします。去る１月２３日に先の３名で書類確認及び現地確認を行いました。 

 番号１番は、写真で見ると一目瞭然ですが現地は既に進入路付近から舗装されており、

庭も整備されていました。今後農地への復元は困難であります。また宅地への進入路は他

にないことから、今回の申請にあたっては特に問題ないものと判断しました。 

 番号２番は、一面にカヤが茂っており水路も分断されている状況にあり、今後農地への
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復元は困難と判断しました。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。 

 次に、討論を行います。討論ありませんか。 

 

  ―「討論なし」の声 ― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第５号、非農地証明願についての、第２区の番号１番から番号２番の２案件につい

て、原案のとおり承認することに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

 よって、日程第１０、議案第５号 非農地証明願の、第２区の番号１番から番号２番の 

２案件については、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 

議長 

 以上をもちまして、本日の会議案件は全て議了いたしました。 

 これで、令和５年 第１回 栗原市農業委員会総会を閉会いたします。 

 ご起立願います。ご苦労様でした。 

 

 

  ＜ 午後３時１９分 閉会 ＞ 
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